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◆鉱害防止工事（発生源対策）
１）坑廃水の流出を削減するための工事
・ 坑道の坑口閉塞工事（坑水が出る坑口を閉める工事）
・ 集積場の山腹水路設置（集積場に雨水等が入らないように水路
を整備する工事）､覆土植栽（集積場に雨水が浸透しないように
盛土、植栽する工事）等

２）集積場の流出防止工事
・ かん止提（集積物崩壊・流出の防止のために設ける堤状の構築
物）､擁壁（集積物の流出留め壁）の設置等
◆坑廃水処理対策
発生源対策を行っても坑廃水が止められない場合は、坑廃水処
理を実施
・ 坑廃水の中和処理（PH調整、含有重金属を除去）

金属鉱業等の鉱山では、他の一般産業公害と異なり、事業活動の終了後においてもカドミウム、砒素
等の重金属を含む排水（坑廃水）が、「坑口」や、採掘した鉱物で品位が低いものなど不要物を集積す
る「集積場」から流出し、下流河川の水質汚染や農用地汚染をもたらす。
このため、発生源対策や坑廃水処理対策による鉱害防止事業の継続的な実施が必要不可欠。

セメント工場セメント工場セメント工場セメント工場

集積場

坑廃水処理場

（中和処理）

集積場浸透水

処理水

殿物処理場へ

坑内水

休廃止鉱山

坑道耐圧密閉 坑廃水処理施設の整備 集積場の鉱害防止工事

【鉱害防止工事の例】

高旭鉱山（山形県）

中河内（福岡県） 金井星野（きんせいほしの）（福岡県） 現在の松川と北上川の合流点

松尾鉱山から流出した汚染水
松川と北上川の合流点

（1974年（昭和49年）当時）

１．鉱害防止事業の概要
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【実施者】
地方公共団体

【義務者】
鉱業権者等

発生源対策

坑廃水処理対策

セメント工場セメント工場セメント工場

発生源対策

坑廃水処理対策
自然汚染
・他者汚染分

自己汚染分

義務者存在休廃止鉱山

政策融資(坑廃水処理分)

政策融資(鉱害防止工事分)

国 ： ３/４負担
地方公共団体 ： １/４負担

国 ： ３/４負担
地方公共団体 ： １/４負担

政策融資（拠出金分）

セメント工場セメント工場セメント工場セメント工場

義務者不存在休廃止鉱山

稼行鉱山
取り戻し

鉱害防止補助金（自然汚染・他者汚染分）
(一般、特会)

２．鉱害防止事業の分類と支援措置 財政措置による支援

制度による支援

鉱害防止補助金
(一般、特会)

鉱害防止補助金
(一般、特会)

J
O
G
M
E
C

鉱害防止積立金
【特措法第７条】

鉱害防止事業基金
【特措法第12条第２項】

鉱害防止事業基金への拠出
（拠出時の税制優遇措置）

国

鉱害防止積立金の積立
（積立時の税制優遇措置）
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発生源対策

集積場管理

坑廃水処理

農用地対策

鉱害防止事業は、ＰＰＰ（Polluter-Pays Principle）の原則に則り、汚染原因者が事業を行うが、鉱
害防止事業には多額の資金を要するため、その資金を調達することは、事業者にとっては必ずしも容易でない。
このため国は各種措置により、事業者に対し、鉱害防止の確実かつ円滑な実施を支援している。

これまでの取り組み
（1965～2015年）

鉱

害

防

止

対

策

３．義務者存在鉱山の鉱害防止対策に係る支援措置

＜自然汚染分＞
・休廃止鉱山等鉱害防止補助金
・休廃止鉱山の鉱害防止に係るエ
ネルギー使用合理化事業費補助
金

＜政策融資＞
・鉱害防止資金融資
・鉱害防止負担金融資

鉱害防止積立金鉱害防止事業
基金

（H30年度予算：百万円）

（６５２） （８００）

（０）

３

＜財政措置による支援＞ ＜制度による支援＞
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（億円）

昭和48年度

①金属鉱業等鉱害対策特別措置法 第7条
②JOGMEC機構法 第11条 第1項 第15号
③JOGMEC業務方法書（経産大臣認可）第3条 キ（2）

（１）制度創設年度

（２）制度根拠

（３）制度スキーム

（４）累計積立額の推移

（５）今後の見込み

積立対象鉱山：101鉱山（62億円）
積立済鉱山 ：86鉱山 工事終了67鉱山：43億円

工事予定19鉱山：12億円
積立中鉱山 ：15鉱山 7億円

鉱山会社（鉱業権者）

積立

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
（JOGMEC）

積立金
の

取戻し

利
息
の
支
払
い

休廃止鉱山の
鉱害防止事業

※ 休廃止鉱山の鉱害防止事業
・坑道坑口の閉塞工事
・捨石、鉱さいの集積場の覆土・植栽等の事業
・坑廃水の処理施設の設置及びその施設の維持管理

＜金属鉱業等
鉱害対策

準備金制度＞
損金算入
（８０％）

鉱 害 防 止 積 立 金

４．鉱害防止積立金制度

現在積立中の鉱山で大幅な工事計画の変更を予定し
ているもの又は、直近に新規堆積場の建設予定はない。
積立中鉱山には積立期間が長期のものが約半数あり、
年度毎の積立額は鈍化傾向にある。

（年度） ４

［累計積立額の推移］ 積立予定総額：約62億円
（101鉱山348施設）

未積立額（約7億円）のうち約49%
を占める対象施設の積立期間は
100年超。

積立済12億円
（19鉱山51施設）

鉱害防止工事
実施済43億円

（67鉱山268施設）

未積立額7億円
15鉱山29施設



金属鉱山等の鉱害防止対策は鉱山の休止後も継続的な実施が必要であり、環境規制等への
対応も不可欠であることから、鉱害防止施策における本税制の位置付けを整理するとともに、鉱害
防止対策の着実かつ継続的な実施の観点から必要な施策について検討することを含め、見直しに
ついて考える必要があるのではないか。

税額免除効果が小さい（平成29年度：減収見込額 約1百万円）ので、政策的意義（税による負担軽減効
果）は終わっているのではないか。残積立額：約7.4億円（平成29年度末時点）
「鉱害防止積立金」制度は法律（金属鉱業等鉱害対策特別措置法）で義務づけられている強制積立制度なの
で、税によるインセンティブも不要と判断する。

前回継続要求時の財務省の指摘

「鉱害防止工事を着実に進める上で必要な制度の見直しについて検討を行い、平成30年度中に中央鉱山保安協
議会に諮るとともに、その結果を踏まえ、同準備金制度について、改めて、平成32年度税制改正要望において相談す
る。」

指摘を踏まえた対応

検討方針

【積立実績（平成29年度）】
・坑道坑口の閉塞工事 ０億円
・捨石、鉱さいの集積場の覆土・植栽等の事業 0.07億円
・坑廃水の処理施設の設置及びその施設の維持管理 ０億円

○検討方針
現状に即した見直し
を実施する。

検討の論点

５．金属鉱業等鉱害防止準備金制度の見直しに係る検討

平成32年度直近で、新たに積立を開始する鉱山はないため、大幅な実績増の可能性はない。
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6

（概要）地方公共団体又は鉱害防止義務者に対して補助金を交付し、休廃止鉱山に係る鉱害の発生を未然に防止する。
補助対象者により「義務者不存在分」､「義務者存在分」の２つに区分される。

【義務者存在分】

鉱害防止義務者が存在する鉱山を対象とし、義務者が実施し
ている坑廃水処理事業に要する費用のうち、義務者の鉱業活
動に起因しない汚染分（自然汚染･他者汚染）に係る処理費用
について､国が当該費用の3/4を補助。

【義務者不存在分】

鉱害防止義務者が不存在又は無資力の鉱山を対象とし､地方公
共団体が事業主体となって行う鉱害防止事業及び坑廃水処理事
業等に要する費用について､国が当該費用の3/4を補助。

【参考】休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助事業
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		特別会計 トクベツカイケイ																																																																																																660		660

																										0																				0																				0																				0				2093

																																																																		14,896																				10,922		↑25FY鉱害防止工事費は、当初予算146,591千円と補正予算804,998千円の合計 コウガイボウシコウジヒトウショヨサンセンエンホセイヨサンセンエンゴウケイ

																																																																																										↑26FYは補正予算がついたので、工事費は当初予算136,177千円と補正予算143,502千円の計、不存在分水処理は当初1,100,000千円と補正41,752の計、存在分水処理は当初670,000千円と補正1,215の計。 ホセイヨサンコウジヒトウショヨサンセンエンホセイヨサンセンエンケイフソンザイブンミズショリトウショセンエンホセイケイソンザイブンミズショリトウショセンエンホセイケイ







②のうち
鉱害防止事業基
金に拠出するための
資金

８０％以内の貸付（中小企業）
７０％以内の貸付（大企業）
緊急時災害復旧対策は、９０％以内
の貸付（大・中小企業）

農用地等の土壌
改良事業

（１）鉱害防止資金
鉱害防止事業
①発生源対策
②坑廃水処理
のための資金

③農用地土壌汚染対策へ
の公害防止事業者負担金
を支払うための資金

鉱害防止事業基金
（恒久的な坑廃水処
理資金の確保）

融資

(２) 鉱害負担金資金

財務省・理財局
財政融資資金

ＪＯＧＭＥＣ

休廃止鉱山の
鉱害防止事業

【参考】鉱害防止融資制度

運用益

7

鉱害防止融資制度
JOGMECが、鉱害防止義務者（鉱山会社など）に対し、必要な鉱害防止資金（鉱害の発生源対策、坑廃水
処理、鉱害防止事業基金に拠出するための資金）及び鉱害負担金資金（土壌汚染が生じた農用地に対する鉱害
防止事業に要する事業者負担金）の貸し付けを行う。

鉱害防止義務者（鉱山会社など）



(1) 鉱害防止積立金制度

鉱山保安法第８条の規定により措置を講じな
ければならない特定施設の使用終了後に行う鉱
害防止費用をあらかじめ担保するため、特措法（
注１）において鉱業権者に鉱害防止積立金の積
み立てを義務付けている。

(注)1.特措法：金属鉱業等鉱害対策特別措置法
特定施設：金属鉱業等の用に供される坑道、集積場
2..鉱業権者へ毎年度支払われる利息
平成2７年４月1日から :  0.5 ％

3.鉱害防止積立金の積立残額（平成２９年度末現在）：約１６億円

(2) 鉱害防止事業基金制度
金属鉱業等では、閉山後に鉱害防止事業を
実施しても、有害物質を含む坑廃水が半永続
的に流出する場合がある。このため、金属鉱業
等鉱害対策特別措置法では、確実かつ永続的
な坑廃水処理が汚染者負担の原則に則り確実
に実施されるよう、鉱害防止義務を有する採掘
権者等の拠出による鉱害防止事業基金制度と
、採掘権者等に代わって永続的な坑廃水処理を
行う指定鉱害防止事業機関制度が導入されて
いる。

鉱業の実施者（鉱業権者） 独立行政法人
石油天然ガス・金属鉱物資源機構

運用益

【積立金】
・特措法で義務付け
・特定施設仕様終了後
の鉱害防止費用

鉱害防止積立金

損金算入の特例

特定施設の使用期間等で分割積立

鉱害防止事業実施時に取り戻し

（毎年度利息を支払い）

鉱業の実施者（鉱業権者）

鉱害防止事業拠出金

調整基金（任意）

指定鉱害防止事業機関
（公財）資源環境センター

独立行政法人
石油天然ガス・金属鉱物資源機構

鉱害防止積立金
（運用管理）

損金算入の特例

５又は６年間の分割拠出

運用益

休廃止鉱山における恒久的な坑廃水処理の実施

基金の規模(平成29年度末現在)
約51億円（22鉱山）

積立額の80%

鉱害防止積立金制度・鉱害防止事業基金制度

自然汚染・他者汚染分については、
国、地方公共団体による補助

８
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